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　昨年４月に県外から着任し、鹿
児島県に初めて訪れた私にとって
も桜島は特別な存在となっていま

す。
　遠目から見てもわかるゴツゴツとした山肌、頭からもく
もくと立ち上がる噴煙、若干横に広いずんぐりとしたフォ
ルムである愛すべきこの活火山を私は恐れ多くも「桜島さ
ん」と呼称させていただいています。
　このように、私が地元の方へ、「桜島さん」を褒めちぎ
ると大抵の方は首を横に振り、「灰が大変」といった「桜
島さん」の裏の顔に対するご忠告をいただきます。

　確かに、「桜島さん」は、皆様の白いシャツを汚したり、
車のフロントガラスを傷つけたりといった“悪さ”を働くこ
ともあるのでしょう。
　それでも、家から外に出るといつもそこにいる「桜島さ
ん」のご機嫌をお伺いして、帰るときも「桜島さん」の変
わらぬ姿があると、鹿児島で過ごした今日の風景が保たれ
ているような心持ちになります。
　いつか鹿児島を離れても私の中で焼き付けられた「桜島
さん」の姿を思い浮かべながら鹿児島の風景を思い出すの
だろうなと思います。

本日休業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【写真提供者：村山　隆氏】

2025年（令和７年）
令和６年度年末年始建設業一斉集中立入調査の実施結果
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令和６年度　年末年始建設業一斉集中立入調査の実施結果

鹿児島労働局監督課　　

　鹿児島労働局では、令和６年12月２日（月）から令和７年１月31日（金）までに管内５箇所の労働基準監督署にお

いて建設現場に対する一斉集中立入調査を実施しました。その結果は次のとおりです。

監督実施現場数 
（下請事業場数） 法違反現場数 重大悪質

違反事業場数
使用停止
事業場数 違反率（％）

土 木 工 事 　50（31）　 23 0 4 46.0

建 築 工 事 　37（126） 24 0 8 64.9

その他 　3（3）　 3 0 1 100.0

合　　計 　90（160） 50 0 13 55.6

　● 　監督を実施した90現場（元請90事業場、下請160事業場）のうち50現場（55.6％）において、労働安全衛生法

違反が認められました。

　●　主な法違反の内容は次のとおりです。

　　（件数は元請事業場と下請事業場に対する違反件数の合計）

　　★「墜落・転落防止」に関する違反　　　　　　　　　　　・・・　53件

　　　　　作業床の端・開口部等からの墜落防止、足場に関する措置等

　　★「元請けの統括安全衛生管理」に関する違反　　　　　　・・・　15件

　　　　　関係請負人に対する指導等

　　★「建設機械等」に関する違反　　　　　　　　　　　　　・・・　13件

　　　　　資格、作業方法、点検等

　●　使用停止等事例

　　★　土木工事現場において、法面の小段に乗り込む通路に手すりを設けずに作業を行わせていたもの

　　★　 建築工事現場において、足場に手すり、中桟等を設けずに作業を行わせていたもの

　　★　 建築工事現場において、改修作業を行う建物の屋上の端に手すり等墜落防止措置を設けずに作業を行わせて

いたもの

　令和６年に建設業で発生した休業４日以上の死傷者数は314人（令和７年２月６日現在集計、コロナり患者除く、

内訳は土木工事業で112人、建築工事業で151人、その他の建設業で51人）で、事故の型別では墜落・転落（120人、

38.2％）が最も多く、次いで、はさまれ・巻き込まれ（34人、10.8％）、転倒（31人、9.9％）、飛来・落下（30人、9.6％）、

切れ・こすれ（29人、9.2％）によるものが発生しています。死亡者数は６人で、そのうち、土木工事業ではドラグ・

ショベルごと雨水をためる深さ約４メートルの穴に転落、建築工事業では車庫の新築工事現場で高さ3.4メートルの

屋根鉄骨部分から墜落・転落による死亡災害が発生しています。

　また、被災者を年齢別にみると、60歳以上が116人36.9％、50歳台が52人16.6％で、50歳以上の高齢者が５割強（53.5％）

を占めていますので、墜落・転落災害の防止対策をはじめ、高齢者の災害防止対策の徹底をお願いします。
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【はじめに】
　令和６年に鹿児島労働局管内で発生した休業４日以上
の労働災害（全産業）は2,129件（令和７年３月６日現在）
です。また、その約１割（207件）は、フォークリフト
等の運搬機械を起因物とする災害です。
　加えて、フォークリフトに起因する死亡災害も令和５
年と同数の１件発生しています。
　運搬機械の207件を「事故の型」で見ると、第１位が「墜
落・転落（85件）」、第２位が「挟まれ等（56件）」、第３
位が「転倒（15件）」と「交通事故（道路）（15件）」となっ
ています。これらを合計すると171件となり、全体の約
83％を占めています。
　運搬機械のうちフォークリフトの事故の型別では、「挟
まれ等」が最も多く、次いで、「墜落・転落」、「激突され」
と続いています。
　労働災害の中には、フォークリフトに起因する災害も
見られるところであり、これらの災害を減少させる必要
があります。

【災害事例】
　今回紹介する災害事例は、フォークリフトの管理や点
検に不備があった重篤な災害事例です。
　被災者は、最大荷重１トンの電動フォークリフトを運
転して工場の倉庫内で製品出荷と原料の納入に係る運搬
を行っていました。
　災害当日、被災者は、フォークリフトをバックさせて
所定の位置に停めて運転席から離れたところ、同リフト
が逸走し、被災者に激突しました。
　フォークリフトの逸走理由は、バネの腐食により、ア
クセルの戻りが悪く、制動距離が長くなっていたためで
した。被災者は、１か月前からこれらの状況を認識して
いましたが、上司に報告せず、これを放置していました。
　さらに、災害当日の始業時に、被災者は、アクセルの
バネが腐食で折れてしまったことも確認していました
が、不良箇所を放置し、使用し続けていました。
　１年以内ごとの特定自主検査（年次点検）は毎年、外
部業者が実施しており、直近半年前の同検査では、不良
箇所は認められず、異常なしでした。しかし、月次検査
や日常点検については、法定項目の点検は全て行ってい
ませんでした。

　被災者は、フォークリフト運転技能講習を修了してお
り、無資格運転は認められませんでしたが、作業計画の
未作成、作業指揮者の未選任及び制限速度の未規定等
フォークリフト関係の違反も多数認められました。

【安全対策】
① 　フォークリフトの月次検査や始業時点検を確実に実

施する。その際、異常を認めた場合は、管理者に報告
し、不良箇所を改善する。

② 　フォークリフト運転中において、不具合等が発生し
た場合は、直ちに、運転を止めて点検を実施する。ま
た異常を認めた場合は、異常箇所を早急に改善する。

③ 　フォークリフトの作業計画の策定や作業指揮者の選
任等、労働安全衛生法に定められた措置を確実に講じ
る。

【おわりに】
　フォークリフトは、荷による視界不良時にバック走行
を前提とする機械です。一方、前方の視界が遮られてい
ない場合には、重心を低くし安定させた状態で前進走行
することも可能です。そのため、フォークリフトの運転
操作を誤ると、作業方法自体が災害に結び付きやすい面
があります。
　労働災害を防ぐには、一人ひとりに対して、作業方法
を遵守させる等ソフト面の対策が極めて重要です。
　ある企業では、ドライブレコーダーを利用して作業内
容の解析を行う等の取り組みを推進しています。
　現在、車のＥＶ化に伴う乗用車・大型トラックの安全
対策商品が、市中に溢れてきていますが、フォークリ
フトに係る安全対策商品を次のとおり調べてみました。
フォークリフト災害の接触事故防止の一助となれば幸い
です。

＜フォークリフト安全対策グッズ＞
　① 　ドライブレコーダー・・・フォークリフトの運転

中の映像や音声等を記録する。
　② 　スピード警告装置・・・フォークリフトのスピー

ド超過を光や音で警告する。
　③ 　バックアイシステム・・・後方カメラの映像をモ

ニターに映してフォークリフトの周囲を確認する。
　④  　接近警報システム・・・建屋の出入口で接近注

意を音声等で知らせる。
　⑤ 　ワーニングラインライト・・・フォークリフトの

接近を光やラインで知らせる。
　⑥ 　フォーク水平ランプ・・・フォークリフトのフォー

クの傾きを検知してランプで表示する。

災害に学ぶ
フォークリフトとの接触防止
について　　　　　　　　　

鹿児島労働局健康安全課
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各種助成金、活用してみませんか？
鹿児島労働局職業対策課

●希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスが開始されました！
　現在は事業所から離職者にお送りいただいている「離職票」について、令和７年１月20日より、
希望する離職者の方には、マイナポータルを通じて直接お送りするサービスを開始しました。

●令和７年４月より育児休業給付の制度が新設・一部変更となります！
①「出生後休業支援給付金」を創設します。
　子の出生直後の一定期間に両親ともに（配偶者が就労していない場合は本人が）14日以上の
育児休業を取得した場合に、出生後育児休業給付金または育児休業支援給付金と併せて最大28
日間支給します。　

②「育児時短就業給付金」を創設します。
　育児休業中の方などが、２歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業し
た場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと原則として、各月に支払われた賃金額の
10％相当額を支給します。

③�保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わ
ります。

　４月以後の育児休業給付金の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申し込
みをしていることをハローワークで確認させていただきます。

※詳しくは右記二次元コードをご確認ください。⇒

雇用保険の新しい制度についてご存じですか？
鹿児島労働局職業安定課

県内の雇用失業情勢について
鹿児島労働局職業安定課

【令和７年１月分】
　県内有効求人倍率　　　　1.09倍（前月比0.02P減少）
　全国平均有効求人倍率　　1.26倍（前月比0.01P増加）

　県内正社員有効求人倍率　1.12倍（前年同月比0.02P減）
　全国正社員有効求人倍率　1.08倍（前年同月比0.03P増）

※ 県内の雇用失業情勢は、求人が求職を上回っているものの、求人が緩やかに
減少しています。物価上昇等が雇用に与える影響について、引き続き今後の
動向を注視してまいります。

　 当局においては、職業訓練等を通じたキャリア形成の促進や人手不足が特に
顕著な分野におけるマッチングの支援など、必要な対策に取り組んでまいり
ます。

【特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース】
　本コースは２つのメニューがあります。就職困難者をハローワーク等の紹介
により業務経験のない職種で雇い入れた際、下記メニューに該当する取り組み
を実施すると通常の1.5倍の助成を受けることができます。

【成長分野メニュー】
　成長分野（デジタル、グリーン）の業務に従事する労働者として雇い入
れ、当該労働者への雇用管理改善や能力開発を行うもの

【人材育成メニュー】
　人材開発支援助成金に基づく人材育成を行ったうえで、雇入れ時より
５％以上賃金引き上げを行うもの

　昨年10月には、人材育成メニューにおける対象訓練の拡充など要件が緩和さ
れ、より利用しやすくなっています。
　　　　　　　　　　ご相談は職業対策課助成金第１係（☎099-219-8713）へ

↑離職票送付
　サービスについて

↑①出生後休業支援給付金

↑②育児時短就業給付金

↑③育児休業延長手続について
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2,129 19 2,200 14 -71 5 -3.2% 35.7%

388 6 430 4 -42 2 -9.8% 50.0%
247 4 245 3 2 1 0.8% 33.3%

23 1 21 2 1 9.5%
16 1 22 -6 1 -27.3%
28 30 -2 -6.7%
36 43 -7 -16.3%
38 69 1 -31 -1 -44.9% -100.0%

3 9 -6 -66.7%
315 6 298 3 17 3 5.7% 100.0%
113 5 101 1 12 4 11.9% 400.0%
151 1 143 1 8 5.6%

51 54 1 -3 -1 -5.6% -100.0%
201 1 210 1 -9 -4.3%

2 5 -3 -60.0%
16 17 -1 -5.9%

183 1 188 1 -5 -2.7%
0 0

24 1 22 2 1 9.1%
10 11 -1 -9.1%
14 1 11 3 1 27.3%

103 2 105 1 -2 1 -1.9% 100.0%
54 1 61 -7 1 -11.5%
49 1 44 1 5 11.4%

119 108 11 10.2%
272 287 2 -15 -2 -5.2% -100.0%

50 37 13 35.1%
201 223 2 -22 -2 -9.9% -100.0%

1 2 -1 -50.0%
20 25 -5 -20.0%
16 23 -7 -30.4%
20 26 -6 -23.1%
14 28 -14 -50.0%

358 1 380 -22 1 -5.8%
141 1 147 -6 1 -4.1%
209 221 -12 -5.4%

8 12 -4 -33.3%
115 108 1 7 -1 6.5% -100.0%

31 25 1 6 -1 24.0% -100.0%
63 64 -1 -1.6%
21 19 2 10.5%

181 2 166 2 15 9.0%
0 1 -1 -100.0%

98 88 10 11.4%
0 0

83 2 77 2 6 7.8%
193 1 199 1 -6 -3.0%
976 3 1,018 5 -42 -2 -4.1% -40.0%

業種別死傷災害発生状況
（令和７年３月６日現在集計）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島労働局

業種別死傷災害発生状況

　業種　　　         　　　　年
令和６年 令和５年

対前年

増減数 増減率

死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数

    全産業
１　製造業

１　食料品製造業
４　木材・木製品製造業
９　窯業土石製品製造業
11～12　金属製品製造業
13～15　機械機具製造業
上記以外の製造業

２　鉱業
３　建設業

１　土木工事業
２　建築工事業
３　その他の建設業

７　畜産・水産業

４　運輸交通業
１　鉄道・航空機業
２　道路旅客運送業
３　道路貨物運送業
４　その他の運輸交通業

５　貨物取扱業
１　陸上貨物取扱業
２　港湾運送業

６　農林業
１　農業
２　林業

３　その他の保健衛生業

８　商業
１　卸売業
２　小売業
３　理美容業
４　その他の商業

９　金融・広告業
11　通信業
12　教育・研究業
13　保健衛生業

１　医療保健業
２　社会福祉施設

陸上貨物運送事業（４－３・５－１）

第三次産業（８～17）

①　死傷者数は、当月末までに発生した労働災害の被災者を翌月8日締めで集計したもの。
②　死傷者数は、労働者死傷病報告のうち休業見込み日数が４日以上の災害によるもので、死亡者を含みます。
③　死亡者数は、各労働基準監督署の調査等により把握したもので、労働者死傷病報告が未提出の場合もあります。
④　下段の陸上貨物運送事業（４－３・５－１）及び第三次産業（８～17）は、別計。
⑤　死傷者数、死亡者数ともに新型コロナウイルス感染症り患者を除く。

14　接客娯楽業
１　旅館業
２　飲食店
３　その他の接客娯楽業

上記以外の事業 
10　映画・演劇業
15　清掃・と畜業
16　官公署
17　その他の事業
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事業主の皆様へ

　年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

　働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する

年次有給休暇の計画的付与制度（※１）や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時

間単位の年次有給休暇（※２）の活用が効果的です。

　労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この春に向けて導入をご検討ください。

　詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、鹿児島労働局雇用環境・均等室

（TEL：099-223-8239）にお問い合わせください。

（年次有給休暇取得促進特設サイトURL）

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

（※１）�年次有給休暇の付与日数のうち、５日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計

画的に取得日を割り振ることができる制度です。

（※２）�年次有給休暇の付与は原則１日単位ですが、労使協定を締結すれば年５日の範囲内で時間単位の取

得が可能となります。
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第41回安全衛生標語の募集について
（公社）鹿児島県労働基準協会　

　中央労働災害防止協会（中災防）では、働く人の安全と健康の確保をめざし、労働災害のない安全で快適な職場づ
くりを呼びかける安全衛生標語を募集していますのでご案内いたします。
　応募要領は、中災防ホームページにおいてご覧いただけます。
　なお、詳細は、中災防総務部広報課（電話 03-3452-6449）へお問い合わせ下さい。
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鹿児島産業保健総合支援センター （ ）

◆ 健康診断の結果についての医師からの意見聴取（就業判定）
健康診断の結果（有所見者に係るものに限ります。）、健康を保持するために必要な措置について、事業者から
の意見聴取に対し、意見を述べます。

◆ 労働者の健康管理に係る相談（健康相談）
■脳・心臓疾患関係の主な検査項目（血中脂質検査、血圧の測定、血糖検査、尿中の糖の検査及び心電図
検査）等の有所見者に対し、保健指導を実施します。

■不眠など、メンタルヘルス不調を自覚する労働者や労働者を使用する事業者からの相談に応じます。

◆ 長時間労働者に対する面接指導
時間外・休日労働が長時間に及び、疲労の蓄積が認められる労働者を対象として医師による面接指導の実施
と、面接指導の結果に基づく事後措置に係る事業者からの意見聴取に対し、意見を述べます。

◆ ストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導
ストレスチェックの結果、高ストレスであり、面接指導が必要であるとストレスチェックの実施者が判定した労働
者を対象として医師による面接指導の実施と、面接指導の結果に基づく事後措置に係る事業者からの意見聴
取に対し、意見を述べます。

◆ 訪問による産業保健指導
医師、保健師または労働衛生工学の専門家が事業場を訪問し、作業環境管理、作業管理、健康管理等の状況を
踏まえ、総合的な助言・指導を行います。

詳しくは をご覧ください

鹿児島産保 検索

地域産業保健センター（地さんぽ）のご案内

独立行政法人 労働者健康安全機構
お問合せ先

働く人の「こころ」と「からだ」の健康をサポートします！

産業医の選任義務のない労働者数 人未満の事業場の皆様
職場における健康づくりでお困りではありませんか？

健診は全員済んだけど・・。
就業判定って何？
健診を受けた後に何かしないといけないの？

社員の時間外労働が多い・・。
社員の健康が心配。

社員も高齢化していて、健診結果も年々悪く
なっている人が目立つ・・・・・。
改善する方法はないかしら？

地域産業保健センター（地さんぽ）が無料で健康づくりのお手伝いをします！

☆ 地さんぽのご利用には、事前のお申込みが
必要です。

☆ 提供するサービスは全て「無料」ですが、
利用回数には制限があります。

お
申
込
み
先
の
地
域
窓
口

鹿児島地域産業保健センター

北薩地域産業保健センター

鹿屋・肝属地域産業保健センター

姶良・伊佐地域産業保健センター

南薩地域産業保健センター

曽於地域産業保健センター

大島郡地域産業保健センター
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令和７年度　健康診断のご案内
～健康診断は予防の最前線～

ヘルスサポートセンター鹿児島　

　ヘルスサポートセンター鹿児島では、産業保健分野の拡充と各種がん検診の充実を進め各種健康診断を実施致
します。皆様のご利用をお待ち申し上げます。

このような健診をご用意しました。
　　　　　　①健康診断　　　　　　　　　　　　　毎日健康で働き続けるために
　　　　　　②協会けんぽによる一般健診　　　　　生活習慣病予防のために
　　　　　　③追加検査項目　　　　　　　　　　　自分の身体をこの機会により詳しく
　　　　　　④人間ドック　　　　　　　　　　　　もっと安心するために時間をかけて
　　　　〈参考〉　健康診断案内書
　　　　※案内書の必要な方はヘルスサポートセンター鹿児島（電話　099-267-6292）までご連絡下さい。

第84回�全国産業安全衛生大会
IN　大阪・近畿

◆開催日　令和７年9月10日（水）～12日（金）
◆会　場　インテックス大阪・ＡＴＣホール（大阪市）　　
共に築こう　安全・健康　一人ひとりが輝く未来

主催　中央労働災害防止協会
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安全衛生相談窓口　九州安全衛生サービスセンター　　　　　　
　　　　　　　　　福岡市博多区東光2-16-14　☎092-437-1664
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全国産業安全衛生大会は、全国から産業安全・労働衛生の関係者が一堂に集い、
企業の研究発表や、専門家による講演などを行う、国内最大の安全衛生イベントです。
産業現場での安全と健康の確保を誓う安全文化の祭典に、ぜひご参加ください。

兵庫県：大鳴門橋　　　　　　　　　　　　　　  和歌山県：北部臨海工業地帯　　　　　　　　　　　　奈良県：みたらい渓谷　　　　　 　　　　　　　　　　京都府：天橋立　　　　　　　　 　　　　　　　　　　滋賀県：琵琶湖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府：大阪港とオフィス街

緑十字展2025  インテックス大阪同時開催

インテックス大阪・ATCホール会　　場

（大阪府大阪市）

主催：中央労働災害防止協会　　協力：公益社団法人大阪労働基準連合会・近畿ブロック各労働基準連合会（県協会）
協賛：各都道府県労働基準連合会（県協会）ほか

中央労働災害防止協会　教育ゼロ災推進部　イベント事業課
TEL：03-3452-6402　 https://www.jisha.or.jp/taikai/2025/

近
畿
近
畿
大
阪

Kinki
Osaka

大
会
テ
ー
マ 

共
に
築
こ
う
　安
全
・
健
康
　一
人
ひ
と
り
が
輝
く
未
来

開催期間

日 水10 12日 金9月

令和7 年



－ 16 －

鹿 児 島 労 基令和７年４月１日（毎月１回１日発行） №798　昭和33年８月13日第３種郵便物認可

令和７年6月　講習開催のご案内（４月Web予約開始分）

鹿児島教習所実施分（鹿児島市七ツ島1-6-2）
問い合わせ・申込書取り寄せ先：本部
TEL099-226-3621　FAX099-226-3622
https://www.kakikyo.or.jp/seminar/

講　　習　　名 講�習�日 Web予約開始日 受講料テキスト代（消費税込） 科目免除者又は受講資格

技
　
　
　
能
　
　
　
講
　
　
　
習

車 両 系 建 設 機 械 運 転
（解体用） 6/2 4/7 会員　　　18,590円

一般　　　19,030円
【受講資格】
・車両系建設機械（整地等）運転技能講習修了者

有 機 溶 剤 作 業 主 任 者 6/5～6 4/7 会員　　　15,620円
一般　　　16,280円

［普通自動車運転免許証等写し必要］
フ ォ ー ク リ フ ト 運 転

【全科目者】　
6/9～13

4/14

【全科目者】　　　　
会員　　　31,900円
一般　　　32,450円

【受講資格】
・普通自動車運転免許等所持者

【科目免除者】
・大型特殊自動車運転免許所持者
　（カタピラ車限定を除く）

【科目免除者】
6/9～10

【科目免除者】　　　
会員　　　20,900円
一般　　　21,450円

石 綿 作 業 主 任 者 6/12～13 4/14 会員　　　15,620円
一般　　　16,280円

酸素欠乏・硫化水素危険
作 業 主 任 者 6/18～20 4/21 会員　　　21,340円

一般　　　22,110円

車 両 系 建 設 機 械 運 転
（整地・運搬・積込み用及び掘削用）

【全科目者】　
6/23～27

4/28

【全科目者】　　　　
会員　　　77,990円
一般　　　78,430円

【科目免除者】
・大型特殊自動車運転免許所持者
・不整地運搬車運転技能講習修了者
・小型車両系（整地等）運転特別教育

修了後３ケ月以上の従事経験者【科目免除者】
6/23～24

【科目免除者】　　　
会員　　　39,490円
一般　　　39,930円

玉 掛 け 6/23～25 4/28

【全科目者】　　　　
会員　　　22,990円
一般　　　23,430円

【科目免除者】
・小型移動式クレーン運転技能講習修了者
・床上操作式クレーン運転技能講習修了者
・クレーン・デリック運転士免許所持者
・移動式クレーン運転士免許所持者
・揚貨装置運転士免許所持者

【科目免除者】　　　
会員　　　20,790円
一般　　　21,230円

特定化学物質及び四ア
ルキル鉛等作業主任者 6/26～27 4/28 会員　　　15,620円

一般　　　16,280円 ※会場はオロシティーホールとなります。

実
技
教
習

移動式クﾚーン運転実技教習
（５ｔ以上）　[実技免除] 6/16～20 4/21

【全科目者】　　　　
会員　　　91,080円
一般　　　92,565円

【学科免除者】
・学科試験に合格されている方
　（但し、講習初日の学科は必修科目

となっております。）【学科免除者】　　　
　　　　　81,400円

特
別
教
育

ロ ー ラ ー 運 転 6/3～４ 4/7 会員　　　17,160円
一般　　　20,460円

ア ー ク 溶 接 等 6/9～11 4/14 会員　　　18,810円
一般　　　22,110円

研削といし（自由研削用） 6/16 4/21 会員　　　11,220円
一般　　　12,320円

そ
の
他
教
育

安全管理者選任時研修 6/2～3 4/7 会員　　　17,050円
一般　　　21,450円

職 長 教 育 6/16～17 4/21 会員　　　12,980円
一般　　　16,280円

安 全 衛 生 推 進 者 6/24～25 4/28 会員　　　13,090円
一般　　　13,530円 ※会場はオロシティーホールとなります。

建築物石綿含有建材調査者講習（一般）のご案内
講習日 Web申込期間 受講料テキスト代

（消費税込）
受講料�
納入期限 会場 受講資格

５/14～15 4/9～11 38,280円 4/15 オロシティーホール ・石綿作業主任者技能講習修了者
・その他

石綿調査者講習Web申込 検索

〈備考〉　１　当社の技能講習・特別教育等（衛生管理者免許試験準備講習を除く）を申し込むには予約が必要です。
　　　　２　申込書の提出時、予約番号の記入が必要となります。予約番号のない申込書は受理できませんのでご注意下さい。
　　　　３　予約可能日時は平日（土・日・祝祭日・お盆休み・正月休み除く）の８：30 ～ 17：00 までです。予約開始日以降に予約可能となります。
　　　　４　定員に達した場合は Web 予約は終了となります。また、講習科目によっては日程を延長して実施する場合があります。
　　　　５　詳細につきましては、ホームページをご覧いただくか、案内書をお取り寄せください。

鹿屋地区での講習会のお知らせ
講　習　名 講�習�日 Web予約開始日 受講料テキスト代（消費税込） 科目免除者又は受講資格

技
能
講
習

[普通自動車運転免許証等写し必要]
フ ォ ー ク リ フ ト 運 転

【全科目者】
6/2～6 4/7 会員　　　31,900円

一般　　　32,450円
【受講資格】
・普通自動車運転免許等所持者


